
厚生労働大臣が定める掲示事項 

 

１，当院は中国四国厚生局長の指定を受けた保健医療機関です。 

生活保護法指定病院 

被爆者一般疾病指定医療機関 

指定自立支援医療機関（厚生医療） 

身体障害者福祉法による指定医師 

結核予防法指定病院 

特定健康診査実施医療機関 

  難病指定医療機関 

 

２，診療日及び診療時間 

  月～金       ９：００～１２：００（受付時間１１：４５まで） 

           １６：００～１８：００（受付時間１7：４５まで） 

   土          ９：００～１２：００（受付時間１１：４５まで） 

   日祝         休み 

 

３，入院基本料に関する事項 

（１）一般病棟（障害者施設等入院基本料１０対１） 

   当病棟は１日に１７人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

   看護職員（看護師及び准看護師）の内、７割以上が看護師です。 

   なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

  ○看護職員（看護師及び准看護師） 

・朝９時～夕方１７時３０分まで 

看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です。 

・夕方１７時３０分～朝９時００分まで 

看護職員１人当たりの受け持ち数は２０人以内です。 

（２）療養病棟（療養病棟入院基本料２０対１） 

当病棟は１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と９人以上の看護補

助者が勤務しています。 

   看護職員（看護師及び准看護師）の内、２割以上が看護師です。 

なお、時間帯の配置は次のとおりです。 

  ○看護職員（看護師及び准看護師） 

・朝９時～夕方１７時３０分まで 

看護職員１人当たりの受け持ち数は２０人以内です。 

・夕方１７時３０分～朝９時００分まで 

看護職員１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

○看護補助者 

・朝９時～夕方１７時３０分まで 

看護補助者１人あたりの受け持ち数は３０人です。 

・夕方１７時３０分～朝９時００分まで 

看護補助者１人あたりの受け持ち数は６０人です。 

＊当院では患者様の負担による付添看護は認められていません。 

（３）当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者様に関する診

療計画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。 



また、全ての入院患者様に対し、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対

策及、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化の基準を満たしておりま

す。当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

 

４，基本診療料に施設基準等 

◆電子的診療情報連携体制整備加算３ 

◆障害者施設等入院基本料（１０：１） 

◆療養病棟入院基本料１（２０：１） 

◆特殊疾患入院施設管理加算 

◆重症者等療養環境特別加算 

◆データ提出加算 

◆診療録管理体制加算２ 

◆排尿自立支援加算 

 

５，特掲診療料の施設基準等 

◆二次性骨折予防継続管理料３ 

◆下肢創傷処置管理料 

◆脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ 

◆廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ 

◆運動器リハビリテーション料Ⅱ 

◆呼吸器リハビリテーション料Ⅰ 

◆CT撮影及び MRI撮影 

◆人工腎臓 

◆導入期加算１ 

◆腎代替療法診療体制充実加算 

◆透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 

◆下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

◆がん治療連携指導料 

◆ニコチン依存症管理料 

◆地域連携診療計画加算 

◆検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 

◆外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の注５ 

◆入院ベースアップ評価料（３９） 

 

６，保険外負担に関する事項 

・各種文書料（１通） 

    ◆普通診断書             ２，２００円 

     （遺言書用・特定疾患重症患者診断書） 

     健康診断書             ２，７５０円 

     （入学・就職・免許申請用） 

    ＊2通目以降             １，３８０円 

    ◆特別診断書 

    *会社の健康診断・介護手当用      ３，３００円 

    *障害年金用・障害認定用        ５，５００円 

    *入院証明書              ５，５００円 



     ２通目からは                     ３，３００円 

    *死亡診断書 

     戸籍課提出用（Ｂ４サイズ）        ５，５００円 

     その他（Ａ４サイズ）              ３，３００円 

     コピー                         １１０円 

    ◆成年後見人 診断書                ５，５００円 

    ◆治癒証明書・受診状況等証明書      ２，２００円 

    ◆通院証明書                        ２，２００円 

    ◆おむつ使用証明書                  １，１００円 

    ◆呉市おむつ購入助成券支給申請書    １，１００円 

    ◆入浴可否意見書(業者請求)          ２，２００円 

    ◆領収証明書・支払証明書                ５５０円 

◆面談料                            ５，５００円 

◆診療情報開示に対する費用 

＊診療情報のコピー代           ２２円/枚 

＊開示手数料            ５，５００円/回 

＊主治医の補足説明に関する費用   ５，５００円/３０分 

＊診療録要約書作成費用       ５，５００円/部 

＊レントゲンコピー作成料      ２，２００円/枚 

 

・特別の療養環境の提供（室料差額） 

○個室           １日 ２７５０円（税込） 

２１８，２２１，２２３，２２６（一般病棟２階） 

○個室           １日 ３８５０円（税込） 

２０２（一般病棟２階） 

○個室           １日 ４９５０円（税込） 

３０２（一般病棟３階） 

○個室           １日 ５５００円（税込） 

３０１（一般病棟３階） 

○個室           １日 ４４００円（税込） 

３３０（療養病棟３階） 

○二人室          １日 １６５０円（税込） 

２０１，２０７，２０８，２１１，２１２，２１３，２１５，２１６，２１７，

２２０（一般病棟２階） 

３０８（一般病棟３階） 

・その他 

   テレビ代               ３００円／日 

   なお、介護料、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サー

ビス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費

用の徴収は、一切認められていません。 

 

７,明細書発行体制について 

 医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成２８年４



月１日より、明細書を無料で 発行することと致しました。 

 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、

その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発

行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出て下さ

い。 

 

８，ニコチン依存症管理料 

 当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする

禁煙外来を行っています。 

 

９，一般名処方加算 

 当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品の商品名を指定するのでは

なく、薬剤の有効成分をもとにした一般名で処方箋の発行を行う場合があります。 

 一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者さんに必要

な医薬品が提供しやすくなります。 

 

１０，長期収載品の選定療養について 

後発医薬品のある医薬品で、先発品（長期収載品）での処方を希望される場合、選定

療養の仕組みが導入され、特別の料金が発生する場合があります。 

医療財政の改善に資することから後発医薬品が推奨されておりますので、ご理解ご協

力をお願いします。 

 

１１，入院時食事療養（Ⅰ） 

 当院では入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された

食事を適温適時（夕食については午後６時以降）で提供しています。  

 

１２，電子的診療情報連携体制整備加算 

 当院では、電子的診療情報連携体制整備加算 3 に係る施設基準に基づき、以下の体制

を整備しています。 

• オンライン請求を行っています。 

• 算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な

明細書を、患者さんに無料で交付しています。 

• 電子資格確認（オンライン資格確認）を行う体制を整備しています。 

• オンライン資格確認等により取得した診療情報・薬剤情報・特定健診情報その他必

要な情報を活用して診療を行っています。 

• 医療 DX 推進の体制に関する事項および情報の取得・活用等について、院内の見や

すい場所に掲示し、当院ホームページにも掲載しています。 

• 診療報酬明細書の無料交付について、院内の見やすい場所に掲示し、当院ホームペ

ージにも掲載しています。 

 

１３，生活習慣病管理料 

生活習慣病管理料は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して療養指導に同意した

患者様が対象です。 患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に

関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名 （サイン）を

頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。また当院では患者



様の状態に応じ、28 日以上の長期の処方の発行を担当医が判断して行う場合がござ

います。 


